
交通安全運動の推進方針

平成２４年度

高知県交通安全推進県民会議

～交通安全は家庭、地域、学校、職場から～

～ 高 知 の 交 通 マ ナ ー を 高 め よ う～



安 全 運 転 ５ 則

１　安全速度を、必ず守る。
２　カーブの手前で、スピードを落とす
３　交差点では、必ず安全を確かめる。
４　一時停止場所で、横断歩行者の安全を守る。
５　飲酒運転は、絶対にしない。

自 転 車 安 全 運 転 ５ 則

１　横断は、一旦止まって必ず安全を確かめよう。
２　右左折は、安全を確かめ合図をしよう。
３　信号は必ず守り、正しく横断しよう。
４　傘さし、二人乗り、無灯火運転はやめよう。
５　ブレーキ、反射材などを正しく整備しよう。

自 転 車 安 全 利 用 ５ 則

１　自転車は、車道が原則、歩道は例外
２　車道は左側を通行
３　歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
４　安全ルールを守る
　○飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
　○夜間はライトを点灯
　○交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
５　子どもはヘルメットを着用

二 輪 車 安 全 運 転 ５ 則

１　手軽さに慣れて、ルールを忘れないようにしよう。
２　周囲の車の動静に注意しよう。
３　交差点では、必ず安全を確かめよう。
４　右左折の合図は早めに、消し忘れのないようにしよう。
５　身を守るためのヘルメットの着用、前照灯の昼間点灯を励行しよう。

高 齢 者 交 通 安 全 ５ 則

１　横断は、左右をよく見てまっすぐ渡りましょう。
２　車両の直前・直後の横断はやめましょう。
３　自転車に乗るときは、交差点や曲がり角で必ず安全を確かめましょう。
４　運転するときは、健康状態に気をつけ余裕のある運転を心がけましょう。
５　外出は、明るく目立つ服装に心がけましょう。
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５ 実施運動 

(1) 交通安全運動

運 動 の 名 称 間期 期 日 を 決 め て 行 う 運 動

春の全国交通安全運動 ４月６日（金）～４月15日（日） 一斉街頭指導日 4.9(月)､4.13(金)
交通事故死ゼロを目指す日

4.10(火)
秋の全国交通安全運動 ９月21日（金）～９月30日（日） 一斉街頭指導日 9.21(金)､9.28(金)

交通事故死ゼロを目指す日

9.30(日)
年末年始の交通安全運

動

12月10 日（月）～１月９日（水） 一斉街頭指導12.10(月)､１.8(火)

(2) 交通安全日  ＊土・日または祝日の場合は翌日

称名 実 施 日

シートベルト・チャイルドシート着用指導日 毎月４・１４・２４日

高齢者交通安全の日 毎月１５日（高齢者世帯訪問活動等）

原付・自転車街頭指導日 毎月１５日

県民交通安全の日 毎月２０日

児童・園児の交通安全の日 毎月第２・第４月曜日（休校日・休園日を除く）

(3) その他の運動

運 動 の 名 称 期 間 等

自転車マナーアップキャンペーン ５月１日（火）～５月31日（木）

県内一斉の自転車街頭指導日5/15（火）

暴走族等の根絶強化月間 ６月１日（金）～６月30日（土）

高齢者交通事故防止キャンペーン

（高齢者１万人訪問活動）

（年金受給日における交通安全啓発）

９月１日（土）～12月31日（月）

（９月１日（土）～９月30日（日））

（10月15日（月）、12月14日（金））

６ 運動の重点推進事項 

 別表のとおり

７ その他 

(1) 別に定める要領により「交通死亡事故多発警報」が発令されたときは、各関係機関・団体は相互の

連携を密にして、交通死亡事故の抑止に向けた緊急対策を集中的かつ強力に推進する。

(2) 毎月１０日、２０日、３０日の「公共のりものデー」に協賛し、地球温暖化防止のための CO２の

削減と公共交通機関の利用を促進することにより、車の総量を減らし交通事故の防止を図る。

(3) 高齢運転者の関係する交通事故が、全体に高い割合を占めている状況にあり、対策の一環として「運

転免許返納支援制度」の推進を図る。
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  （幹 事 会 ）
第９条 交通安全推進幹事をもって交通安全推進幹事会を構成し、暴走族対策推 

進幹事をもって暴走族対策推進幹事会を構成する。
２ 交通安全推進幹事会及び暴走族対策推進幹事会は、必要のつど事務局長が招 

集し、会長から付託された事項又は関係行政機関、団体等から提示された問題 
について審議するものとし、その結果を会長に答申し、又は上申するものとす 
る。

 （対策推進の方法）
第10条 関係機関団体は、県民会議において決定した事項の実施について、その 
 実施計画及び結果を会長に報告するものとする。 
２ 会長は、必要に応じ地区別の会議を開き、広域交通安全圏対策を推進するも 
 のとする。

 （要綱の改正）
第11条 この要綱の改正は、役員会で審議決定する。ただし、軽微なものについ 
 ては、交通安全推進幹事会又は暴走族対策推進幹事会の審議を経て会長が決定 
 することができる。

 （雑  則）
第12条 この要綱に定めるもののほか、県民会議の運営に関し必要な事項は、会 
 長が定める。

   附 則
 この要綱は、昭和４０年 ４月 １日から実施する。
   附 則
 この要綱は、昭和４２年 ５月２０日から実施する。
   附 則
 この要綱は、昭和４３年 ９月２０日から実施する。
   附 則
 この要綱は、昭和４６年 ３月２２日から実施する。
   附 則
 この要綱は、昭和５０年 ９月 ９日から実施する。
   附 則
 この要綱は、昭和５５年 ３月２８日から実施する。
   附 則
 この要綱は、平成 ６年 ４月 ６日から実施する。
   附 則
 この要綱は、平成１３年 ７月２４日から実施する。 
   附 則 
 この要綱は、平成１４年１１月 １日から実施する。
      附 則 
 この要綱は、平成１５年 ４月 １日から実施する。

附 則
  この要綱は、平成１７年 ４月 １日から実施する。

附 則
  この要綱は、平成１９年 ４月 １日から実施する。

附 則
 この要綱は、平成２０年 ４月 １日から実施する。

附 則
 この要綱は、平成２１年 ４月 １日から実施する。

附 則
 この要綱は、平成２２年 ４月 １日から実施する。

 この要綱は、平成２３年 ２月２３日から実施する。
附 則

 この要綱は、平成２４年 ４月 １日から実施する。

附 則
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別表１

　常任委員

高 知 県 警 察 本 部 交 通 部 長

高 知 県 文 化 生 活 部 長

四国旅客鉄道株式会社高知企画部長

高 知 県 高 等 学 校 長 協 会 長

高 知 県 市 議 会 議 長 会 長

高知県安全運転管理者協議会連合会長

高知県交通安全母の会連合会長

高 知 県 ト ラ ッ ク 協 会 長

高 知 県 指 定 自 動 車 学 校 協 会 長

　委  　　員

高 知 県 公 安 委 員 会 委 員 長

高 知 県 地 域 福 祉 部 長

国土交通省高知河川国道事務所長

西日本電信電話株式会社高知支店長

高 知 市 教 育 長

高知県町村議会議長会事務局長

高知県高速道路交通安全協議会長

高 知 県 自 家 用 自 動 車 協 会 長

自動車安全運転センター高知県事務所長

高 知 県 自 動 車 整 備 振 興 会 長

軽自動車検査協会高知事務所長

日本自動車販売協会連合会高知県支部長

高 知 県 軽 自 動 車 協 会 長

高 知 県 石 油 業 協 同 組 合 理 事 長

高 知 県 連 合 婦 人 会 長

高 知 市 市 民 協 働 部 長

国 土 交 通 省 土 佐 国 道 事 務 所 長

四 国 運 輸 局 高 知 運 輸 支 局 長

高 知 県 小 中 学 校 長 会 長

高 知 県 町 村 議 会 議 長 会 長

高知県交通安全指導員協議会長

高 知 県 バ ス 協 会 長

高 知 青 年 会 議 所 理 事 長

高 知 県 総 務 部 長

高 知 県 土 木 部 長

高 知 労 働 局 長

高 知 警 察 署 長

高 知 県 市 議 会 議 長 会 事 務 局 長

高知県地域交通安全活動推進委員協議会連合会長

高知県ハイヤー・タクシー協議会長

自動車事故対策機構高知支所長

高 知 県 二 輪 車 安 全 普 及 協 会 長

高知県自動車車体整備協同組合長

高知県自転車・二輪車商協同組合理事長

高 知 県 中 古 自 動 車 販 売 協 会 長

損害保険料率算出機構高知調査事務所長

高 知 県 保 育 士 会 長

高知県保育所保護者会連合会長
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高知県民生委員児童委員協議会連合会長

高 知 市 老 人 ク ラ ブ 連 合 会 長

日 本 赤 十 字 社 高 知 県 支 部 長

高 知 県 青 年 団 協 議 会 長

ＪＡ高 知 女 性 組 織 協 議 会 長

日本ボーイスカウト高知連盟理事長

高 知 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ 会 長

高 知 県 高 等 学 校ＰＴＡ連 合 会 長

高 知 教 職 員 組 合 委 員 長

高知県交通運輸産業労働組合協議会議長

高 知 県 公 民 館 連 絡 協 議 会 長

高 知 県 防 犯 協 会 事 務 局 長

高 知 県 医 師 会 長

高 知 県 商 工 会 連 合 会 長

高 知 県 建 設 業 協 会 長

高 知 市 校 区 交 通 安 全 会 議 総 代

日 本 放 送 協 会 高 知 放 送 局 長

テ レ ビ 高 知 社 長

高 知 新 聞 社 長

サ ン ケ イ 新 聞 社 高 知 支 局 長

読 売 新 聞 社 高 知 支 局 長

時 事 通 信 社 高 知 支 局 長

高 知 県 老 人 ク ラ ブ 連 合 会 長

高 知 県 身 体 障 害 者 連 合 会 長

高 知 県 社 会 福 祉 協 議 会 長

高 知 県 農 協 青 壮 年 連 盟 委 員 長

日 本 自 動 車 連 盟 高 知 支 部 長

高 知 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ 会 長

高 知 県 小 中 学 校ＰＴＡ連 合 会 長

日本労働組合総連合会高知県連合会長

高 知 県 教 職 員 組 合 執 行 委 員 長

西日本高速道路株式会社四国支社高知工事事務所長

高 知 県 消 防 協 会 副 会 長

高 知 弁 護 士 会 長

高 知 県 経 営 者 協 会 長

高 知 県 商 工 会 議 所 連 合 会 会 頭

中 央 料 飲 組 合 長

四国電力株式会社高知支店総務部長

高 知 放 送 社 長

高 知 さ ん さ ん テ レ ビ 社 長

朝 日 新 聞 社 高 知 総 局 長

毎 日 新 聞 社 高 知 支 局 長

共 同 通 信 社 高 知 支 局 長

日 本 経 済 新 聞 社 高 知 支 局 長
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委　員（市町村）

高 知 市 交 通 安 全 市 民 会 議 会 長

安 芸 市 交 通 安 全 市 民 会 議 会 長

南 国 市 交 通 安 全 市 民 会 議 会 長

土 佐 市 交 通 安 全 市 民 会 議 会 長

四万十市交通安全市民会議会長

宿 毛 市 交 通 安 全 市 民 会 議 会 長

奈半利町交通安全町民会議会長

安 田 町 交 通 安 全 町 民 会 議 会 長

馬 路 村 交 通 安 全 村 民 会 議 会 長

本 山 町 交 通 安 全 町 民 会 議 会 長

土 佐 町 交 通 安 全 町 民 会 議 会 長

い の 町 交 通 安 全 町 民 会 議 会 長

佐 川 町 交 通 安 全 会 議 会 長

仁淀川町交通安全村民会議会長

中土佐町交通安全町民会議会長

四万十町交通安全町民会議会長

大月町交通安全推進町民会議会長

室 戸 市 交 通 安 全 市 民 会 議 会 長

香 南 市 交 通 安 全 市 民 会 議 会 長

香美市交通安全対策推進会議会長

須 崎 市 交 通 安 全 市 民 会 議 会 長

土佐清水市交通安全市民会議会長

東 洋 町 交 通 安 全 町 民 会 議 会 長

田 野 町 交 通 安 全 町 民 会 議 会 長

北 川 村 交 通 安 全 村 民 会 議 会 長

芸 西 村 交 通 安 全 村 民 会 議 会 長

大 豊 町 交 通 安 全 町 民 会 議 会 長

大 川 村 交 通 安 全 村 民 会 議 会 長

日 高 村 交 通 安 全 会 議 会 長

越 知 町 交 通 安 全 会 議 会 長

津 野 町 交 通 安 全 村 民 会 議 会 長

檮 原 町 交 通 安 全 町 民 会 議 会 長

黒 潮 町 交 通 安 全 対 策 会 議 会 長

三 原 村 交 通 安 全 村 民 会 議 会 長
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委　員（交通安全協会）

高知県交通安全協会高知支部長

高知県交通安全協会室戸支部長

高知県交通安全協会香南支部長

高知県交通安全協会香美支部長

高知県交通安全協会いの支部長

高知県交通安全協会佐川支部長

高知県交通安全協会窪川支部長

高知県交通安全協会土佐清水支部長

高知県交通安全協会高知南支部長

高知県交通安全協会安芸支部長

高知県交通安全協会南国支部長

高知県交通安全協会本山支部長

高知県交通安全協会土佐支部長

高知県交通安全協会須崎支部長

高知県交通安全協会中村支部長

高知県交通安全協会宿毛支部長
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別表２

  交通安全推進幹事

四国運輸局高知運輸支局首席陸運技術専門官

国土交通省高知河川国道事務所工務第二課長

高 知 県 市 長 会 事 務 局 長

高知市市民協働部交通政策課長

高知県安全運転管理者協議会連合会事務局長

高知県交通安全母の会連合会会長

高知県警察本部運転免許センター長

高 知 県 警 察 本 部 交 通 規 制 課 長

高 知 県 高 速 道 路 交 通 警 察 隊 長

高 知 県 総 務 部 広 報 広 聴 課 長

高知県地域福祉部高齢者福祉課長

高 知 県 土 木 部 道 路 課 長

高知県教育委員会学校安全対策課長

高知県老人クラブ連合会事務局長

　暴走族対策推進幹事

四国運輸局高知運輸支局首席陸運技術専門官

国土交通省高知河川国道事務所工務第二課長

高 知 県 警 察 本 部 交 通 指 導 課 長

高 知 県 警 察 本 部 少 年 課 長

高 知 県 総 務 部 広 報 広 聴 課 長

高 知 県 土 木 部 道 路 課 長

高知県教育委員会学校安全対策課長

国土交通省土佐国道事務所管理第二課長

四国旅客鉄道株式会社高知保線区長

高 知 県 町 村 会 事 務 局 長

高 知 県 交 通 安 全 協 会 専 務 理 事

高知県交通安全指導員協議会長

高 知 県 警 察 本 部 交 通 企 画 課 長

高 知 県 警 察 本 部 交 通 指 導 課 長

高 知 県 警 察 本 部 交 通 機 動 隊 長

高知県文化生活部県民生活・男女共同参画課長

高知県産業振興推進部交通運輸政策課長

高知県地域福祉部児童家庭課長

高 知 県 土 木 部 都 市 計 画 課 長

高 知 県 ト ラ ッ ク 協 会 専 務 理 事

高知市老人クラブ連合会事務局長

国土交通省土佐国道事務所管理第二課長

高 知 県 警 察 本 部 交 通 企 画 課 長

高 知 県 警 察 本 部 交 通 機 動 隊 長

高知県文化生活部県民生活・男女共同参画課長

高知県地域福祉部児童家庭課長

高 知 県 土 木 部 都 市 計 画 課 長
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平成２４年全国交通安全年間スローガン 
（全日本交通安全協会・毎日新聞社） 

●『運転者(同乗者を含む)向け』 

車にも 乗せようマナーと 思いやり 

●『歩行者・自転車利用者向け』 

自転車も 安全速度と 気配りを 

●『こども向け』 

いそいでも かならずかくにん みぎひだり 
 

平成２４年高知県交通安全年間スローガン 

●『運転者（同乗者を含む）向け』 

お母さん チャイルドシートで 守ってね 

（ 田岡千都子 いの町吾北総合支所 いの地区 ） 

●『歩行者・自転車利用者向け』 

ありがとう 笑顔の先に 思いやり 

（ 田中 智則 山本貴金属地金（株） 香南地区 ） 

（高知県安全運転管理者協議会連合会）
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